
令和５年度第２回洞爺湖町教育行政審議会（会議録） 

日 時：令和６年２月２６日 月曜日 午後１時００分～午後３時３０分 

場 所：洞爺湖町役場３階 第２委員会室 

出席委員：◎会長 ○副会長 

区  分 氏   名 出欠 区  分 氏   名 出欠 

１号委員 

（学校教育） 

西村 雄一 × ４号委員 

（教育有識者） 

◎鈴木  淳 ○ 

横山 慎二 × ○上林 宏文 ○ 

千葉 佳貴 ○ 

５号委員 

（公共的団体） 

福島 正和 ○ 

２号委員 

（社会教育） 

木村 省平 × 秋山 伸吾 × 

泰地 ひとみ × 田伏 ひとみ ○ 

京谷 常美 × 三浦 和則 ○ 

宍戸 一江 × 宮本  好 ○ 

佐々木 小代子 ○ 佐藤 義昭 ○ 

川上 由起子 ○ 
６号委員 

（公募） 

浅利 弘樹 ○ 

３号委員 

（保護者） 

白井 隆子 × 國井 一宏 ○ 

長谷川 尊裕 ○ 高久 裕子 × 

高橋 洋一 ×    

折原 亜紀 ○    

傳  尚邦 ○    

（事務局）：教育推進課 高橋課長 

社会教育課 角田課長 

      企画財政課 藤岡課長 

 

○高橋教育推進課長 

お忙しい中お集まり頂きましてありがとうございます。ただいまから令和 5 年度第 2

回洞爺湖町教育行政審議会を開催いたします。それでは、会議次第に沿って進めてまい

ります。鈴木会長から一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

○鈴木会長 

11 月に続いて 2 回目ということで、お忙しいところお集まり頂いてありがとうござい

ます。この後、視察ということで現地に行っていろいろな町内の教育に関連した施設を

視察いただき、ぜひ忌憚のないご意見をお話し頂ければと思います。建物の不備である

とか、なかなか厳しいだとかって話しも先ほど教育長から聞いております。やはり、洞

爺湖町の子どもたちのために、どういうものを残しながら教育を充実していくのかとい

う視点では、いろんな角度から皆さん方の立場を踏まえてお話し頂ければと思います。 



 

○高橋教育推進課長 

ありがとうございます。ここからは鈴木会長の進行でよろしくお願いいたします。 

 

○鈴木会長 

手元に第 2回の議案があるかと思いますけども、次第という形で書いております。 

まず、会議次第の 3 ですけども、本日、視察も含めてということで、この会議の目標

（めあて）について事務局のほうから説明を頂きたいと思います。 

 

○高橋教育推進課長 

それでは議案書 2 ページ目をお開き頂きたいと思います。事前にメール等でご確認頂

いていると思いますが、本日 2回目の会議の目標でございます。 

次の 3 点について共通認識を持っていただこうと思って考えているところでございま

す。1 点目が教育施設関連。今後、将来にわたって維持管理していくためには、多額の

経費と施設の老朽化の状況から大規模な改修、または建て替えが必要になってくるとい

うようなことの認識。これについては、現地視察やその後開きます会議で教育関連施設

の現状、公共施設等総合管理計画などから認識を深めていただこうというふうに思って

おります。 

2 点目は、全国的な人口減少に伴い、当町の人口も減少し、教育関連施設の利用者、

児童生徒も含めて減少するというようなことが見通しとしてあります。こちらについて

は、洞爺湖町の将来人口について認識を深めていただきたいと思っております。 

3 点目は教育関連施設。これから視察する場所、写真で見るものも含めて、全て将来

的に残して維持管理していくということは、町の財政的には現実的ではないというよう

なこと。これは町の財政状況というところで認識を深めていただきたい、というふうに

思ってございます。 

この 3 点の認識を共通して持っていただいて、洞爺湖町として教育施設の在り方をど

うしていくのか、というようなことの協議を深めていっていただいて、次回以降の会議

に繋げていきたいと思い、今回はこの 3 点の目標の理解を図っていきたいというふうに

考えているところでございます。説明は以上になります。 

 

○鈴木会長 

ありがとうございます。 

今事務局のほうから、本日の会議の目標（めあて）が 3 点あるということで説明があ

りました。一つは、経費という予算的な部分と、あと、かなり古い建物もあるというこ

とで維持管理の部分で今後どういうふうにしていこうかという、その改修も含めて、い

ろいろと皆さん方に見ていただきたいということでご覧頂ければというふうに思います。 



それから、二つ目には人口減少。これはどの地域も同じなのですけども、そういう人

口減少に伴ってこれからの町民であるとか、児童生徒の数も含めながら、教育関連施設

のいわゆる役割といいますか、その辺りが二つ目に大きくあるのかなと思います。 

そして三つ目に、これら全てを維持管理するのが難しいと事務局よりありましたから、

やはり、どういうポイントで維持管理していくのか、このあたりもぜひ皆さん方それぞ

れの立場からですね、ご覧頂きながら、この後戻ってきて、いろいろとお話ができれば

なと思いますので、この 3 点についてということで、まず共通認識を持っていただきた

いと思います。 

これまでのことで、何か確認等ありますでしょうか。 

《「なし」の声》 

それでは、そういう形でこの後、視察という形になると思いますけども、 

次第の 4 ですね、会議日程ということで、この後の流れについて、事務局のほうから

よろしくお願い。 

 

○高橋教育推進課長 

それでは、早速現地視察に行きたいと思います。 

外にバスを用意しておりますのでそちらのほうにお戻り頂きたいと思います。 

 

《施設視察》 

 

○鈴木会長 

お疲れさまでした。 

この後、事務局からの資料に基づいて説明に入りたいと思います。 

それでは、お手元の会議次第の 2ページ目をご覧頂きたいと思います。 

（2）教育関連施設の現状についてという項目がありますけども、事務局から説明を

お願いいたします。 

 

○高橋教育推進課長 

それでは、議案 2ページ目、（2）教育関連施設の現状についてでございます。 

施設の老朽化状況は、現地視察で理解頂けたかと思っております。あと、本日行けな

かった場所については、学校教育と社会教育に分けて写真を配付してございます。お手

元に写真が配付されていると思いますが、そちらでご確認をしていただければというふ

うに思います。今日は写真の説明は省略をさせていただきます。 

ここでは、各施設の維持管理コストや利用状況について、現状を説明申し上げます。

別添資料で教育関連施設一覧がお配りされているかなというふうに思いますけども、こ

の資料の説明をさせていただきたいと思います。この表は、各施設での建築年とか、経



過年数、年間の維持管理経費、社会教育施設では 1 日の平均利用者数、一番右には今後

の施設の方針を記載してございます。今後この施設をどういうふうにして行こうかとい

う現状での考え方ということで記載をさせていただいてございます。次のページからは、

その施設ごとの個票になります。例えば、1 ページ目は虻田小学校で、それぞれさらに

詳しく書いているような個票になってございますが、この中のものを抜粋してまとめた

のが表 3 の資料という形でご覧頂ければと思います。本日の説明はこの資料の大きいほ

うで説明をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

この資料、Ａ3 のもの 1 枚を見ていただきますと、耐用年数を経過している施設とい

うふうになりますと、3 番目の洞爺小学校が 57 年、虻田中学校が 57 年経過しておりま

す。対応年数も、34 年、47 年のところがこれだけ今経過しているというようなことにな

ります。あと8番目の虻田読書の家も44年経過しています。22年の耐用年数の倍近く経

過していると。あと10番目の母と子の館、こちらは現地見ておりませんけれども、34年

のところ 36 年経過していると。11、12、13 番、虻田体育館学校水泳プール、洞爺湖町

プールと、12 番の洞爺学校水泳プールというのが洞爺で見たプールになります。これら

も、それぞれ経過年数、耐用年数を大きく上回っているというような状況になっており

ます。15番目の郷土資料館、16 番目の洞爺湖芸術館についても、耐用年数を大きく経過

しているというような現状にございます。 

では、耐用年数を大きく上回っているのですけれども、これらの施設について、これ

まで耐用年数を延長するような大規模な改修、躯体を直すとかですね、そういったよう

な工事というのは一切やっていません。屋根の雨漏りを直すとか、そういう維持管理的

な経費での改修しかやってないというのが現状になっております。また、維持管理経費

でございますけれども、令和 4 年の実績という形で出してございます。これらの施設合

計が 1 年間で 167,000 千円、これは人件費や燃料費を含め、これだけの経費がかかって

いる施設となってございます。5 番目の洞爺中学校を見ていただきますと、学校の中で

も 24,000 千円と、維持管理経費がちょっと大きいのですけれども、やはり電気暖房、オ

ール電化という電気代の経費が年間 10,000 千円単位かかってきているという現状でござ

います。 

1 日の平均利用者というところでございますけれども、これは社会教育施設関連に限

っての説明です。1 番多いのが、虻田体育館の 1 日平均利用で 51 名。1 番少ないのは、

学校水泳プールとなっておりますけども、これは閉鎖している関係から少なくなってお

りますので比較になりませんが、8 番目の読書の家が 10 人という形で、1 番低い利用状

況になっているという現状でございます。さらに、1 番右側の今後 40 年間の施設の考え

方といったところ。これは後ほど説明にも出てきますけども、公共施設総合管理計画と

いうものに基づきまして方向性を示しております。それに基づいて、現状の学校教育施

設の考え方について記載してございます。 

簡単に説明させていただきますけれども、学校施設でいえば虻田中学校というのがご



ざいます。4 番目の中学校なのですけれども、こちらはもう 57 年経過しておりまして、

かなり老朽化が著しく、この学校については令和 8 年度を目途に、虻田小学校に移転す

るという計画を教育委員会で持っていまして、今後、協議を進めて行こうというふうに

思ってございます。そういった形で、この学校の方向性を持っているというようなこと

でございます。あと、6番目と 7番目、学校給食センター、これも虻田と洞爺、2か所ご

ざいます。こちらは、統合するという話しを進めていたのですけれども、当初見込んで

いた規模よりかなり高額な建設費が見込まれるという形で統合を見送るという協議をし

ているところでございます。 

8 番目以降の社会教育施設ですが、当面は単独でいこうとは思っているのですけども、

将来的には一つの複合化施設としてまとめて行きたいというような考え方も持っている

ところでございます。ただし、具体的に何と何をくっつけてどこにどうしようか、とい

ったような、プランはないのですけれども、そういうような考え方を持っているという

ことでございます。 

現在、明確な教育委員会としての方向性があるのは、虻田中学校は虻田小学校に移転

する、給食センターの統合はいろいろな条件があり見送りをする、教育施設全体として

は、どうしていったら良いかというところを、皆様方のご審議を頂いた上で、方向性の

協議を地域の方々と進めていきたい、というふうに考えているところでございます。 

議案書に戻っていただきまして 3 ページ目になります。こういった施設の状況を踏ま

えまして、町内に同じような施設がどのぐらいあるのかというようなことを、隣町の状

況を含めて示した表がイの類似施設の状況、というふうに記載してございます。 

体育館でございますけれども、町内には虻田体育館と母と子の館体育館というものが

ございます。それ以外に、学校の体育館も開放として一般的に開放してございますので、

体育館としては 7 個あるというような形になります。プールについても、学校の水泳プ

ールと町民プールと 2 か所あります。民間ホテルのプールもあるのですけども、そちら

今はやってないようですので使えない形になります。図書施設としましては、先ほど虻

田読書の家を見てきたのですけども、その他にみずうみ読書の家、洞爺総合センター図

書室、これはほかの公共施設の中に含まれている施設ですけれども、これだけの施設が

あります。あと、学校にもそれぞれ図書施設として、7 か所図書施設が点在していると

いう状況です。その他にも母と子の館っていうところがあるのですけども、ここにも図

書が置かれているというような形になっており、ばらばらな状態になっているような形

です。給食センターについては、虻田と洞爺にそれぞれ 1 か所ずつ給食センターがあり

ます。集会施設については、虻田ふれあいセンター、洞爺湖文化センター、洞爺総合セ

ンターと、それぞれ社会教育的な意味合いの施設、観光的な意味合いの施設、文化的な

意味合いの施設という形で、それぞれ設置目的は異なるのですけども、皆さん一同を介

して集会をやったり、何らかのイベントをやったりする施設としては、虻田、温泉、洞

爺地区に 1 か所ずつあるというような現状となってございます。最後に、町外へ視点を



向けると、体育館でいえば伊達に総合体育館というかなり規模の大きい立派な体育館も

あります。プールについてもプール指導者がついたプールもあると。給食センターにつ

いては、食育センターといって、立派な給食センターもできているというような状況に

なってございます。 

このように、町内に限っても同じような施設というのは重複しているというような状

況もあります。この辺も現状として認識していただいた上で、今後の協議に当たってい

ただきたいと思いまして、類似施設の現状とそれぞれにかかるコストといったような視

点で今回資料を出し説明をさせていただきました。以上で（2）の教育施設の現状につ

いて説明を終わらせていただきます。 

 

○鈴木会長 

ありがとうございます。 

事務局のほうから、Ａ3 判の大きな資料をもとに、教育関連施設の現状ということで、

耐用年数や年間の維持管理の予算であるとか、今後の方向性みたいなものも右端のほう

にあります。町内施設をいろいろ見てまいりましたけども、その視察のことも含めて何

か確認したい点、お考え、または感じたことなどがあれば、意見を出していただければ

と思いますけども、いかがでしょうか。 

 

○委員 

アイヌのウトゥラノ。あれは社会教育施設に入らないものですか。 

私は入ったことがないのでどういう施設かわからないのですが 

 

○高橋教育推進課長 

ウトゥラノは福祉施設という位置づけになっています。いろいろ使ってはいるのです

けれども、未来塾とかいった形で教育としても使っているのですけど、位置づけとして

は教育委員会が所管しない施設です。 

 

○委員 

今の施設を考えるのはもちろん大事ですけど、私も把握してないですけど、虻田地区

にある新しい建物を、どう上手く使っていくのか、ここだけ建て替えてもっていうか、

お金は違うところにいっぱい使っているわけだから、福祉というふうに区切らないで使

えればいいなあと思います。 

 

○高橋教育推進課長 

後ほどの説明でも出てくるのですけども、公共施設等総合管理計画という洞爺湖町全

体の公共施設の管理計画の冊子を今回お配りしております。その中では、全ての集会施



設というような形で、全部載ってくるような形になっておりますので、後ほどそこは個

別の形の話の中で出てくるかと思います。以上です。 

 

○鈴木会長 

施設を効果的に使うという視点も、これからどういうふうにして整理していくのかと

いうあたりの関連にもあるのかなと、今委員のほうからも話がありましたので、ぜひそ

ういう視点も含めて、今の資料も含めてですね、何かお考えだとか、あればお出し頂き

たいと思うのですけども、いかがでしょうか。 

 

○委員 

施設管理で 160,000 千円ほどの予算をかけているということで、これだけ年間の維持

費がかかるということを事務局サイドはその辺りをどのように受け止めていますか。 

 

○高橋教育推進課長 

かなり大きなウエイトを占める経費にはなっているというのが現実のところでござい

ます。後ほど、財政状況の中でも課長のほうから話があると思うのですけども、ただ、

確かにお金がかかるのですけども、削られないところでもあると。子どもたちが通って

いる学校や施設ですので、その辺は直すところは直さなければならないですし、必要な

ものは必要だということです。ただ、現実としてこのお金というのが、当然原資は税金

でございますので、そこから出ているというようなことで、皆様方も同じような認識を

持ってもらいたいなと思って、今回こういう細かい資料でございますけれども、出させ

ていただいたというような意図で今回お示しさせていただきました。 

 

○鈴木会長 

洞爺中学校の先ほどのオール電化の電気も 24,000 千円もかかっているという、その暖

房費だけで。そのことも考えると、なかなか厳しい。潤沢な予算ではない中で、ある程

度切り詰めなければという、その辺りの維持管理コストも含めて、何かざっくばらんに

お出し頂ければと思いますけどもどうでしょうか。 

 

○委員 

多分委員の方皆さんが思ってらっしゃると思うのですけど。洞爺中学校、数字で見て

みたら 10,000 千円ぐらいほかの学校と比べて大きいですよね。節約という部分じゃなく

て、施設そのものの光熱費がかからないような仕組みに変えるとか、そういう修繕計画

とかってあるのですか。それがもしできて、10,000 千円を年間節約することができるシ

ステムにすれば 10年で 100,000 千円、それぐらいのコストに見合った投資はできるとい

う気はするのですけど。1 番最初にもっと早く気がついて、10 年前にやってれいばもっ



と儲けられたという気がするのですけど。 

今この計画についてはどうなのでしょう。光熱に関係しての改修というのは。 

 

○高橋教育推進課長 

今後オール電化をやめて、灯油の暖房とかですね、そういったようなことに切り替え

るというようなことについて、過去にそういう協議がされたかというのは押さえてない

のですけれども、去年、私が教育委員会に来てからは、そういったこともできないかと

いうふうに検討したこともございます。業者にどのぐらいかかるかというようなことも

ちょっとお話をしたのですけども、簡単にできるような工事じゃなく、かなり大規模に

形になってしまうというようなお話がされて、まだどうしたら良いか、という形で考え

ているところで、ここに修繕で大きなコストをかけるのが今良いのか、それとも、学校

施設の老朽化全体を含めて、どういうやり方をして行ったほうが良いのかというような

ことなど、いろいろ考えていかなければならないと。今回のこういう審議会の中で協議

頂ければと思っております。具体的にあそこの暖房を、灯油に切り替える計画は今持っ

てないです。 

 

○鈴木会長 

どうでしょうか。洞爺中学校は 43 年経っていますけど、その上のとうや小学校は 57

年。そういうような年数の部分もあったりとかっていうのもありますけども、どうでし

ょうかね。 

 

○委員 

例えば洞爺小学校であれば、耐用年数が34年で、長寿命化の改良をしながらも、10年、

15 年先に建物を本当に使っているかというと、現実的じゃない。いつかそれを決断する

ときが来るっていうのがあると思うので、例えばその、この建物が建って年数がどのく

らい経って、実際に子どもの人数も減ってくる、もう何となく傾向が見えるわけじゃな

いですか。その中で、減っていく子どもの人数を見ていくと、今お話があった洞爺中学

校も本当にあと何年間この 10,000 千円を使い続けるのか、年数はここまでだな、という

のが見えてくるような、そんな表があるといいのかなと。1 年 1 年、どこまでいけるか

なという形の検討になってしまうと感じます。そこで、そういう表が欲しいなとちょっ

と感じます。 

 

○高橋教育推進課長 

施設が明確に使えなくなる時期っていうものが、人の流れでもっていくと、子どもの

数が減っていくっていうので、何人になったら統廃合しましょう、というような計画は

町として提言は持っています。これもこの後説明しようと思うのですけども、そのとお



りにいけば、まだちょっと先まで時間はあるのですけれども、そういうような表であれ

ば出せないことはないかなとは思うのですけども。 

 

○委員 

今言われた、そのいわゆるシミュレーションできるような、イメージみたいなものが

あるとより具体的にもう少しここは先送りとか、ここはかなり厳しいよねとか、あとは

子どもの数の状況も踏まえてっていう、多分 10 年 20 年先も予算をずっと継続できるの

かとか、そうでもないっていう分もあるとか。この後どうするかっていう、ある程度よ

りどころというか、根拠にもなるような形になると思うので、その辺りは何か会議の中

でも、イメージできるとすごくいいのかなっていう感じがします。 

 

○鈴木会長 

維持管理コストとか耐用年数だとか、これからの管理計画との絡みとかっていう形で、

考えていかなきゃいけない部分ですけど。他に何か感じるものとかあればざっくばらん

にどうぞお話し頂きたいと思います。 

 

○委員 

やはり古いことで、洞爺小の先生も言っていましたけど、夏が暑すぎて廊下で勉強を

させるときもあったとか、何かそういうのは、実際に通っている子どもたちがかわいそ

うだなあと。あと、読書の家ですけど、本当に子どもたちとか住民が使いたくなるよう

な、図書室かなあ、というのも感じましたので、延ばし延ばしの間そのまんまというよ

りは、今ある現状のものも少し改善していくようなことも、町が教育に対してどういう

ビジョンを持つかで、どこを削るかとかになってくるのかなと思うので、やはり、こう

いう方針で進めて行きましょう、みたいな決断をちょっとした方がいいのかなあと思い

ながら回っていました。何か洞爺のプールも、あれはもうしょうがないなあとか、泳が

せてほしいけど、親としては、でも、あそこを残すのはどうだろう、とか思いますし。 

 

○委員 

減るっていうのは分かっている。そこはどの市町村もそうです。でも、子どもを維持

し、来てもらうような、町にしないと、もっと減るわけですよね。そこで何が大事かっ

て、ハードっていうとやっぱり、すてきな学校がある町はすごく魅力的ですし、ここに

住んでよかったなと、子どもたちを呼び込む宣伝にもなる。ビジョンで先ほど、あった

と思うのですけれども、子どもを増やす、この町を維持するっていうところの視点でい

うと、教育は絶対になければいけないので、それが学校の数がどういうふうになるか、

これから考えないといけないのですけど、建てかえるって、簡単に言えばあれですけど

も、やっぱりソフトを考えながら、ハードの部分は今回、洞爺の小・中学校の維持費の



話もありますけれども、そのランニングコスト等、建て替えたときも、どのぐらいかか

るのかっていうのもあるとは思うのですけども。洞爺湖町の学校全部が古すぎて、一気

に整備はできないわけで、計画立てていかないと本当にまずいんじゃないのかな。虻田

小はすごく立派でびっくりしましたけど、やっぱりこれも古くなっていくわけですね。

お金を使うときは使わないといけない感じがします。 

 

○委員 

自分漁業の関係で来ているのですけど、虻田中学校のＰＴＡ会長でもあります。 

ちょっと言わせてもらいたいのですけど。今この次のやつ見たらこの統合の話が出て

います。虻田中学校と虻田小学校と、今日は皆さん見てもらってないのですけど、虻田

中学校すばらしくきたない、というかもう古いです。古くて、今日は写真でしか見ても

らってないですけど、すごく古くて、多分洞爺小学校と同じ年数たっているのですけど、

とうや小学校よりそれ以上に古いのかなというぐらいです。とうや小学校のサッシであ

ったり、窓枠の外側は直してありましたがアルミサッシになってますけど、虻田中学校

はアルミサッシじゃなくて、鉄なのかな、亜鉛なのかな、わかんないですけど、もう何

か隙間があるような古い窓です。今の現状としても、ボイラーが半分止まってます。こ

こに載ってませんけど、校長先生が実費出して、ストーブ買いに行って教室に置いてく

れたりしてやってもらってます。それぐらい古いです。なので、さっきから皆さん言っ

たとおり、計画立ててやってもらったほうがいいんです、っていう話なんですけど、も

う虻田中学校は限界きてます。なので、統合の話も来年再来年ですか、になりますけど、

どんどん進めてってもらって、安全な場にしてもらいたいなと思ってます。 

以上です。 

 

○高橋教育推進課長 

そうですね、虻田中学校については、ＰＴＡ会長さんともいろいろお話しさせていた

だいて、令和 8 年度を目途に虻田小学校のほうに移転するっていうような方向性を教育

委員会のほうで持ちまして、それも含めて新年度以降はその関係者、虻小だとか洞爺湖

温泉小学校も虻田中学校に入りますので、その辺の関係者と地域協議会を立ち上げて、

具体的にどういうふうに入れていくのか、当然、使い方とかもございますし、授業のチ

ャイムの時間とかグラウンドの使い方、部活動との併用とか、そういういろんな課題と

か懸念される事項が出てくると思いますので、その辺をすり合わせしながら、スムーズ

に虻田中学校の校舎は対応していきたいなというふうに思ってございます。 

ただ、虻田中学校はそれで、ある程度はオーケーになるのですけども、洞爺の学校も

古いですし、虻田小学校もこの校舎をずっと使うのであれば、どこかで大規模改修しな

ければならないというような形の部分もあります。そうすると、洞爺湖温泉小学校の位

置づけをどうするだとか、そういういろんな部分の学校の在り方っていうところが今後



出てくるかなと。それと人口減少の話、子どもの数も少なくなってくる。少なくなって

くるのに学校 1 校作るのがいいのかどうなのか、他にどういう方法があるのか、という

ところも、いろいろと考え皆さん方からご意見頂いて、ここで審議頂いて、こういう方

向性になるといいんじゃない、というような答申を頂けたらなと思って、前回の会議で、

教育長のほうから諮問をさせていただいたというふうに認識してございますので、本当

に皆さん方のご意見を頂きながらですね、ひとつ答えをまとめていきたいなというふう

に思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。 

 

○鈴木会長 

どうもありがとうございます。 

将来的なビジョンでも、実際に学校に子どもたちがいる、という現状認識も踏まえな

がら、うまくそれをかみ合わせながらというのが 1 番の理想なのでしょうけども、今回

こういうふうにしてざっくばらんに情報共有したということは、一つ大事かなと思いま

す。 

 

○委員 

見て回ったら、私の体ぐらい学校がなんかちびているっていうか、すごくそう思いま

したね。それで、このデータで令和 7 年から老人人口が生産年齢人口を上回るっていう

ふうになっているんですよね。それを考えた時にね、とうや小学校を見たら、加湿器が

ないので校長先生が加湿器を買ってきてやっているって、それだと菌の繁殖とかいろん

な問題が出てきてるので、それを対処してるんです、というお話も聞いてね。時代は着

実に進んでいるから、私たちが若いときに建てた家があるから若い人に贈与しようと思

っても、土地はいるけど家は入らないっていう時代。時代っていうか、それだけその学

校っていうのはやっぱり私たちの時代は学校中心に地域が繁栄するっていう、そういう

基本的な考えで何か学校も建てられているから、自分たちの地域は、自分たちの地域は

っていうことで学校がいっぱいあると思うんですよね。だから、その時代の移り変わり

をきちっと地域の人にも説明して、時間をかけてね、新しいビジョンというのを作って

いったらどうでしょうか。 

 

○高橋教育推進課長 

ありがとうございます。当然時代と共にいろいろな保護者の考え方、社会の考え方と

いうのも変わってくるかと思っております。やはり、何よりもそこに住んでいる方々の

理解が得られないと進められないと思ってございますので、この審議会でどういう答申

になるか分かりませんけれども、その答申が出されたら、それに基づいて、町として教

育委員会として、こういう考え方で行きたいのだけどいかがでしょうか、という協議を

始めていきたいなと思ってございます。 



 

○鈴木会長 

はい、どうもありがとうございます。これでもう終わっちゃうような勢いなんですけ

ど、まだ資料の説明があるみたいですので、ただいまの議論の中で、将来的にどうする

かっていう、その話も出ていますので、次に次第の（3）洞爺湖町の小中学における子

どもと学校の在り方についての提言について、事務局から説明頂きますので、この説明

も確認しながら、また何か委員のほうからあればお出し頂きたいと思います。まず事務

局のほう、よろしくお願いいたします。 

 

○高橋教育推進課長 

議案書 3ページにあります（3）洞爺湖町の小・中学校における子どもと学校の在り方

についての提言についてご説明申し上げます。 

本日配付した資料の中に、提言書という冊子があるかと思いますけれども、ご覧なっ

ていただけますか。 

この提言は、平成 25年 1月に学校の老朽化を見据え、東日本大震災といったような自

然災害など、予測できない状況、こういうものを踏まえまして、子どものよりよい教育

環境の整備のため、学校や保護者、地域の方々で構成する会議において、児童生徒数の

推計を見据え、小・中学校の適正規模について検討して町に提言を頂いたものという形

でございまして、これから学校の適正配置を検討する際には、この基本となる考え方が

示されている提言となってございます。内容につきまして、1 ページ目から 6 ページ目

まではいろいろと現状とかのことも書いている内容となっておりますので、7 ページ目

を見ていただきたいと思います。 

適正配置を考える視点という形になっております。その中で（1）（2）というのは、

省略させていただきます。まず（3）学級数の視点というところを見ていただきたいと

思います。適正配置を考える場合には、国でいけばそこの下のほうに書いてありまけど、

小学校であれば、12 から 18 学級、1 学年 2 学級から 3 学級程度。中学校であれば、1 学

年 4 学級から 6 学級程度。これを切れば適正配置を考えてください、と国のほうは示し

ております。ただ、これをそのままやってしまうと、うちの町はもう全て 1 学年 1 学級

となっておりますので、馴染まないという形で、独自にこの提言の中で考え方を示して

ございます。それが 8 ページ目に書いてございます。小学校では望ましい規模、原則と

して存続する学級規模、最後に原則として統廃合を検討する規模として小学校は 5 学級

以下、複式になれば統廃合を検討しましょうというようなことがここで提言としてされ

ております。中学校も同じく、2 学級以下、複式となれば、統廃合を検討していこうと

いうようなことがこの提言で、定められております。これにより、小学校でいけば複式

というのは、2 学年 16 名以下、中学校では 2 学年で 8 名以下となった際には、適正規模

を配置すると。これは国のほうで基準が決まっておりますので、これ以下になればもう



複式になるという形になってしまいます。このように基準がもう条件として定められて

ございます。実際に今、複式なのは洞爺湖町の中では洞爺湖温泉小学校だけということ

になっておりますが、虻田小学校、虻田中学校、とうや小学校と洞爺中学校も、現状で

は複式ではないですけれども子どもの数によっては今後、可能性としては考えられると

いうふうになっております。 

次に 9 ページ目を見ていただきたいのですけども。統廃合を検討するにしても、通学

時間という部分も考えて検討してくださいという提言がされてございます。その基準が

スクールバスで 45 分程度というようなことの目安が示されております。これに入れなけ

れば駄目というわけではないですけれども、目安としてこの程度をあまり小さい子が長

くバスに乗っているというのも教育上よろしくないということで、この程度はできると

ころで検討すべきではないかというような提言がなされております。現在、そこに書い

ているスクールバス運行状況は少し古いですけれども、時間はおおむね短いので 15分、

長いので 45 分程度かけて学校に通っているという現状も併せてございます。 

それとあと 10 ページ目のほうにはですね、町や教育委員会が適正配置の方向を示す際

には、6 番目のところに書いていますけれども、地域の視点というのも大事です。地域

事情を十分に考慮して地域の声を尊重しなさいと、住民の理解を得た上で進めていくべ

きです、というようなこともこの提言ではなされてございます。あと 1 番最後のところ

の 7 番目のところにはですね、施設整備の視点というところで、ただ、そうは言っても

財政状況といったところも考慮しなければ適正配置、財政のその辺のバランスをとった

中で検討する必要があります、というような提言も頂いているというようなことでござ

います。 

以上がこの 25 年にそれぞれのＰＴＡの方々、学校の校長先生方、自治会の方々に集ま

っていただいて、これからの洞爺湖町の子どもたちの在り方、学校を考えるときには、

こういったことを要素に検討して、学校の適正配置をやっていきましょうというような

提言がなされてございます。これが平成 25 年になされまして、翌年に虻田、洞爺湖温泉

中学校が適正配置計画に基づきまして虻田中学校に統廃合というような結果をしてござ

います。その時にも、温泉小学校だとか洞爺のほうの学校も、協議にはなったのですけ

れども、まだ複式にはなってないとかですね、そういったことからその時にはまだ見送

られているというような状況になりますが、これもできてもう 10年近く経ってきており

ますし、子どもの状況も変わってきているというようなことを踏まえていくと、少し検

討する時期に来ているのかな、というふうに事務局としては思ってございますので、今

回の答申や、諮問に合わせてご審議頂ければというふうに思ってございます。 

以上が、（3）の子どもと洞爺湖町の小・中学校における子どもと学校の在り方につ

いての提言に書かれている内容でございます。以上説明は終了させていただきます。 

 

○鈴木会長 



今事務局のから平成 25 年、今から 10 年前の洞爺湖町の学校の在り方についての提言、

ということで、適正配置であるとか、通学時間であるとか、予算的なものも含めてとい

うような話で盛り込まれているという説明でありましたけど、今回、実際に視察に行っ

たり、先ほどの維持管理コストの関係で、町内の施設関係も含めていろいろ議論ありま

したけども、今の在り方についての説明で確認したい点、または、こういう視点で整理

していった方がいいじゃないかとか、こういう方向性があったらいいじゃないかとか、

何かお考えがあれば、あわせてお出し頂ければと思いますけども、いかがでしょうか。 

 

○委員 

来年の生徒数は何人ですか 

 

○高橋教育推進課長 

来年度は、前回の資料で「洞爺湖町の教育」ってお配りしたと思うのですけども、こ

れの 11 ページに、令和 5年 5月 1日現在の児童生徒数というのは載っております。人数

は分かるかなとは思うのですけども、来年度の入学数はちょっと今は把握してございま

せんので、次回までに示したいとは思います。 

 

○鈴木会長 

適正配置を考える視点っていう 7 ページになりますけど、このあたりで、学級規模と

いうのは当然児童生徒数の数によって、というのは当然ありますので、多分この後、将

来的に児童生徒数がどうなるのかってあたりは、どうぞ 

 

○委員 

小中一貫になる場合、虻田小学校は噴火のハザードマップには入ってない状態ですか、

入っているのですかね。 

 

○高橋教育推進課長 

虻田小学校は入ってないです。 

 

○委員 

受入れ先の学校を、今後きちんと維持修繕を一層強化していくっていう方向にもなっ

て、ちゃんとなっているのですかね。それとも、今後またどうなるか分からないからと

いって、例えば雨漏りだったりとか、いろんなことがまた中断していくんですかね。今

後の流れがどうなのかなっていう 

 

○高橋教育推進課長 



虻田小学校に関してということですか。 

まず、虻田小学校に関しては、虻田中学校の生徒の安全確保という形で、移転させま

すと。そのときには余り大きなお金をかけずに、最低限のところというふうに考えてご

ざいます。そして、虻田小学校も大規模改修というようなことを、やっていく時期に来

ています。それが多分結構なお金がかかってくるのですけども、それをどのタイミング

でやるっていうことになるのかっていうところは、まだそこまでの計画っていうのは立

ててはいない状況です。学校の適正配置というような考え方が決まらなければ、ちょっ

と手をつけてしまって、いや、やっぱりもうちょっと直さなかったらならない、とかっ

ていうようなことがあると、少し後戻りする形になってしまいますので、その辺の部分

を今回の審議の中でもいろいろしていただいて、方向性が出た上でこういうような形で

やっていきたい、というふうに考えていこうかなと思っています。今現在、取りあえず

入れるよう必要最低限の修繕はしますけれども、それ以外の大規模な改修をするという

ようなところは、まだ基本的な計画の中には入っていないです。 

 

○委員 

その例が一つあれば、洞爺地区の人たちも何となく、イメージできると思うんですよ

ね。小学校と中学校が一緒になって、こういう感じになりました、安全になりましたっ

ていう例があれば、洞爺地区も統合してもいいねとか、やはり統合は嫌だねとかって、

想像できると思うんですけど、今どっちの小学校も中学校も古くて、雨漏りとかトイレ

がどうだとかって言ってる状況で、どうしますかって言っても、なかなか、話は進まな

いんじゃないかなと思うんですけど。 

 

○高橋教育推進課長 

学校の校舎が古くお金がない、人口が減ってくるっていうのは、言ってしまえば全国

どこでも同じような事例というのがあるのですよね。そこで、洞爺湖町での事例はない

ですけれども、他の町ではどういうふうにそれをクリアしてきたのかっていうものは、

実は次回以降皆さん方に提示して、うちではどのようにやったらいいかという参考資料

を提示していきたいなというふうに思っていました。他の先進事例ではこういうふうに

やりました、とかっていうようなものが公表されているのもありますので、その辺は次

回以降示していって審議を深めていただければというふうに思っております。 

 

○鈴木会長 

今のそのハザードマップって、要するに自然災害も含めた、洞爺湖町ならではの視点

みたいなものを一つ入れておいたほうが、今後地域住民の方々にもしっかりと受け止め

ていただくというところの一つかと今委員の話を聞いて思ったので、やはり 30 年前に有

珠山噴火してっていうのは大体周期が同じようなサイクルっていう話もありますので。



それに当然子どもの数とか、どこに予算をかけるかという、そういうようなことのバラ

ンスも含めた在り方の審議といいますか、10 年前につくったこの提言の中にそういう要

素が入るのかどうかっていうのもあると思うのですけども、その辺りはすごく今の話聞

いて大事な要素かなと感じました。 

あと、どうでしょうか。この提言について何かお感じになるものとか、今お考えにな

っているものでもよろしいですが。 

 

○委員 

この、子どもと学校の在り方についての提言で、地域ごとに小学校がどうする、合併

するとかしないとかって話があるんですが、究極の姿で洞爺湖町で小学校一つ中学校一

つ、あるいは小・中学校一貫校 1 校だけということではなくて、やはり地域の人の意見

としては、洞爺の地区には学校は必ず残す。そういう考えがまず基本にあるという前提

でいいでしょうかね。それとも、洞爺の地区の方が小学校、中学校から虻田の町に、温

泉はね、もう既に中学校で通っているからいいですけども、相当遠いですよね。プール

だけでも大変だという中でいったら、洞爺の地域は残すというのが大前提と考えていい

ものでしょうか。そこら辺はこの検討会の中ではどういうふうになってますか。 

 

○高橋教育推進課長 

はい、学校を町内 1 校にするのか、1 か所ずつ残すのか、というところの教育委員会

としての基本的なスタンスはまだ持っていないです。この審議の中で、小中一貫教育で

義務教育学校とかっていう形でも諮問をさせていただきまして、小中一貫教育をやると

なると、最終的に校舎はどうなるんだっていう話にはなってくるんですよね。であれば、

洞爺でやるのであれば作るのか、それとも作るだけのお金があるのかどうなのか。虻田

であれば、一つにすることによってどんなメリットと、あとは当然地域の状況も出てき

ますので、どういうような形がこの町にとって 1 番いいのか、子どもにとって 1 番何が

いいのか、というところの視点が大事なのかなと思うんですけども、それを踏まえてこ

の中で、まさにそこを審議していただきたいなというふうには思っております。教育委

員会として、1 校ずつ残すというのが大前提とか、何が何でも一つにするとかっていう

ようなことの方針は今持ってございませんので、この審議の中でこうあるべきではない

かと、当然それが地域に説明したときには、いろんな反対の声も出ると思いますし賛成

の声も出ると思うんですけども、そこと町が今度は長く地域の方々と協議を進めていく

必要があるので、この審議会の場ではどことどこを統合するとか、そういうことじゃな

くて、こういうような方向性でやるのがいいのじゃないでしょうか、というようなこと

にしかならない、とちょっと私は思ってはいます。 

 

○委員 



地域の方がどう思っているかを聞きたかったんですよ。 

教育委員会が考えてることよりも、地域の方が 1 番最初に意見を言って、こうしたい

ああしたいっていう、それが大事なような気がするんですよね。 

 

○委員 

地域の私たちの年代の人たちの考え方は、やっぱり文化薫る洞爺っていうことでね。

教育を主にして、地域住民が一つになるっていうことをずっと貫き通しているので、そ

の影響が最近出てきて、若い人たちが移住してきて、多分子どもも増えてますし幼稚園

も増えてますし、学童も満杯ですし。現実はどうなってるかっていうことを町のほうで

把握して、そういうことがやっぱり基本になるんじゃないかなと思ってるので、その点

よろしくお願いいたします。 

 

○委員 

Ｈ30 年から、洞爺町は今さっき委員がおっしゃられたように移住者が来て、虻田は減

っていく。その傾向も多分そのまんまじゃないかと思うんですよね。10 ページの 6 番、

地域性の視点の「地域の声を尊重する」ことと、7 番の施設整備の視点の「総合的な検

討」、ここって多分すごく重要で、泉 房穂市長でしたっけ、ああいうすごい市長が来

ると、一気に財政を教育に持ってきちゃってという事も起きるのだろうと思うんですけ

ど、そのときにやっぱり地域がどういうふうに考えるか、地域住民の意見を代表する団

体とかは今はないと思うんですよね。学童の話ですごく象徴的なのが、とうや小学校は

30人か40人いて満杯なんですよね。今僕はさわやかの別館で子ども食堂をやっていて、

隣が学童なんですが、学童は土曜日 1 人いるかいないかなんですよ。なので、虻田小の

児童数はとうやの 3 倍ぐらいいるんだけれども、学童はいないっていうのは地域性や教

育、あと学童の方針もあると思うんですけど、洞爺と温泉と虻田では色が違うとおもい

ます。その違いがある所で、どこを洞爺の教育なんだっていうことを誇りを持って言え

るようなものを作っていくかと考えたとき、地域住民の声や思いというのがもっとここ

に出てくるような、形になるといいのかなと感じました。 

 

○鈴木会長 

地域の声っていうのが出ていますけど、このあたりについて事務局はどういう受け止

めになりますか。 

 

○高橋教育推進課長 

地域に話をする際に、こういうようなことでっていう、何らかの一定の方向性がなけ

れば、学校どうしましょうかっていう形でお話ししても、なかなか難しいのかなという

ふうに思っております。それで、こういう有識者の方々に集まっていただいて、ある程



度こういうような方向性で学校教育を進めていったほうがいいよと、学校を含めて教育

施設の在り方とか、そういう部分を進めていった方がいいという、審議の答申を得てで

すね、こういうような方向を持って地域と相談するっていうほうが、その中で地域のい

ろんな声を聞きながら、じゃこういうのはどうでしょうか、というようなこともやって

いくというようなイメージで、今回この審議会というのを作っております。何もない中

で地域の声を聞いて、教育委員会の考え方は、というふうに言われても、教育委員会が

考える教育委員会、町としての答えを出す方向性を示すのに、皆さん方のほうから答申

を頂けたらな、という形で今回の審議会を設置してございますので、今の状況で地域の

ほうに教育委員会が行って、学校はこうあるべきなんですけど、というようなことはま

だできないのかなと思っております。ある程度の考え方を示した上でつくるのかなと。 

これまで、去年もいろいろと地域別教育懇談会ということでざっくばらんにお話を聞

かせてくださいと言っても、教育委員会の考え方を示した上でなければ、なかなか聞か

れてもわかんないよね、っていうような声もあるんです。そういうことも踏まえてちょ

っとこういう形を今回取らせていただいたというふうに認識しております。 

 

○委員 

何かそれもったいないような気もするんですけど。洞爺湖温泉でも有珠山噴火後に小

学校が被害を受けて、小学校を移転するとかそういう話があったとき、実は役場のほう

から小学校を中学校のところにして、中学校を新しく移転するとか何とかっていう、そ

ういう、上から話が上がってきたときに、町民がそれよりはまず自分らで議論しようっ

て言って、町民が洞爺湖温泉の小学校中学校を考える会っていうのを勝手につくっちゃ

って、懇談会をしましょうって言って文化センターでみんなでパネルディスカッション

みたいなことをやって、町民の意見を先に、町関係なしにとりあえず意見出しましょう

ってやったんですよね。そういう意見を出し合う機会があったから、こういうアイデア

があったっていう、それぞれ町民がみんないろいろあって、その上で最終的にちょうど

教育委員会と決めてこういう方向になるけどどうだろうかって。そういう段階を踏んで

小学校を月浦に持っていく。その時は様々な意見が町民から出てたんですよね。ただ、

それぞれ一長一短、メリット、デメリットがあるからっていってパネルディスカッショ

ンを町民が自ら主導してやったっていう、そういう意味でいけば、それがあったから、

スムーズに月浦小学校に持って行って、それが結果としてよかったかどうかは別だけど

も、町民の意見を、上げていけたっていう機会になったんで、それと同じようなことが、

洞爺地域の有志の方々が集まって、勝手にでもいいからこう考えたんだけど、というの

をやってくれると本当はいいような気もするんですけどね。 

 

○委員 

給食センターのときにそれは洞爺地区であったんですよ。住民だけじゃなくて、行政



の方々も入れた上で、進んでいったんですよ。それで給食の検討委員会も、町でもって、

こうしましょうってなったんだけど、結局進んでないっていうか。これ見たら、現状維

持により運営ってなってて、あの時間は何だったんだろうって、今ちょっと私は給食セ

ンターに関してはちょっと思うところがありまして、せっかく住民と、行政と話し合っ

ても、やっぱりお金の部分かな、ちょっとここは分かりませんけれども、要は行政のあ

れでストップしてるんでしょうから。何かみんなで話し合って答え出しても進まないこ

とってあるんだなっていう、何か結構地域住民は残念に思っている例が直近であって、

住民のしてほしいことは進めてほしい、っていうのはすごくあります。 

 

○委員 

我々のときはこれに決めると、いうことではなくて意見をみんなで吐き出し合う。吐

き出した上で、結果こっちになったって言っても、それはしょうがないねって、はき出

すはけ口に、それによって、こういう考え方の人がいるんだっていうのが隣にいたりと

かなんかして、その中で後は町がその中のこれがメリットあって、それで決めましたっ

てやれば、民主主義だから納得するかっていう、そういう意味。だから、私が実際にそ

のときはもう、中学校を廃止したほうがいいんじゃないのって。そして今、虻田と合併

しちゃったけど、いろいろな意見があった中で、多分みんながそうやってきて、ただ意

見を言えたことがすごい納得感があったんですよね。 

 

○委員 

結構すごいいろいろ言って、そういう場持ってくださったので感謝はしていて、何か

そういうのがいい方向に行けばいいなと。 

 

○会長 

ありがとうございます。 

結局は、諮問を教育長から受けて、我々委員がどういうような答申を盛り込んでいく

のかっていう、ある程度それが一つの方向性として、この後事務局のほうから地域の方

とのやりとりっていうのが出てくると思うので、ぜひ今の話は、答申に入れていくよう

なものであってもいいのかなと感じました。 

このあたりはまた事務局から出てきたものを含めて皆さん方で審議できればなと思い

ます。今出た話しを事務局にも継続させていただきまして、この提言についてはこれで

終わりたいと思います。 

それでは、次第 4。洞爺湖町の公共等総合管理計画についてということで、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

 

○藤岡企画財政課長 



企画財政課の藤岡と申します。この先の議案については、私のほうから説明させても

らいますのでお願いします。 

公共施設の管理計画という冊子をお配りしております。これに基づいて説明させても

らいます。先ほど教育施設の説明がありましたけども、公共施設総合管理計画は、洞爺

湖町の公共施設全体の計画になっておりますので、この中に教育各学校だとか、そうい

った教育施設も含まれるような計画になっております。国が全国の市町村に施設の長寿

命化の計画っていうのを各市町村、都道府県に作りなさいということで、洞爺湖町も平

成 28年につくって、それを令和 4年に改定したのがこの冊子になっています。 

3 ページをご覧になってください。施設の分類カテゴリーですね、その中に、1番から

9番まで、3番目に、先ほど説明あった学校教育施設、小学校だとか中学校とか給食セン

ターも入っております。この 9 つの施設、これ全部で計画上は 234 の施設が載っている

んですけども、それの建築年度、経過年数、その施設を今後どうするべきなのか、とい

う方向性をある程度示した計画になっております。それぞれちょっと詳しく説明すると

時間がなくなりますのでこれは割愛しますがそういった計画です。 

次に 8 ページをご覧になっていただきたいんですけれども、先ほど言ったその施設の

分類を 9 つに分けていると説明しましたけれども、やはり洞爺湖町の施設で 1 番割合が

大きいのは 2 番目の公営住宅、これが 39％を占めております。次に多いのが 3 番目の学

校教育施設が 15％を占めているといった中で、学校関連に関しては、町内で 2 番目に多

いというような状況になっております。いずれにしても、この計画については、公共施

設が学校関係だと、耐用年数から相当経過しているとか、町内の公共施設の老朽化、こ

れが洞爺湖町でも、学校だけじゃなくて、集会場や体育館、そういった公共施設の修繕

で相当経費がかかっており、財政を圧迫しているような状況になっております。それか

ら人口減少、そういった財政が逼迫する中で、公共施設をどういうふうに考えていくか、

未来を担う子どもたちに大きな負担を残さないというような考えのもと、公共施設の在

り方というのを計画的に考えていきましょう、ということで、位置づけたものがこの計

画になります。 

この個別の各施設については、後ほどをご覧になっていただけたらと思いますけれど

も、234の施設の内訳がそれぞれ載っておりまして、その建物の施設の方向性、令和4年

段階での町の考え方について、この建物は長寿命化しますとか、施設はもう廃止します

とか、いろいろ載っておりますので、後ほどご覧に頂けたらと思いますけども、学校に

関してはですね 30ページ、になります。令和 4年 3月にこの計画を改定した段階での役

場としての考え方の方向性は、30 ページの 1 番の虻田小学校から学校の給食センターま

でということで、長寿命化とか検討中とか出ておりますけども中身については、例えば

虻田中学校はこの計画書現段階では長寿命化となっておりますけれども、今の教育委員

会の話では、令和 8 年度を目途に小学校へ移転したらどうだろうか、というような案も

持っておりますので、この計画についてはまた、見直しをその都度、年々ローリングし



ながら、更新していきたいと考えております。いずれにしても、洞爺湖町の公共施設の

面積の割合が、先ほど 234 の施設と申しましたけれども、これの総床面積は約 15 万㎡あ

るんですね。町民 1人当たりにすると 17.5 ㎡なんです。全国の自治体の抱えている公共

施設の 1 人当たりの面積が、3.4 ㎡なんです。いかにこの洞爺湖町が公共施設の割合が

多いか。これを全国平均にすると、洞爺地区、洞爺湖温泉地区、虻田地区とそれぞれの

地域で洞爺湖町の特殊性というのはあるかもしれないんですけれども、全国の自治体に

比べて、現段階で 1 人当たりの床面積は 5 倍という状況で、これを今後、そのまま改修

したり更新したりすると、試算をざっくり出したところによると、この 10年間で 160 億

円の経費がかかります、というような試算も出ておりまして、ランニングコストも含め

ると、今ある建物をそのまま維持していこうとするとですね、200 億円かかるという試

算が出ております。洞爺湖町の財政規模からすると、やはり財源が豊かであれば新しく

建てかえができたら、町民の皆さんに新しい居心地の良い施設で、学校とかも生活して

ほしいと思いますけども、こういった状況を含めると大変厳しいというような数字上は

出ておりますので、この公共施設を洞爺湖町全体で町民の皆様とどういうふうに実施し

ていくのかというのを、真剣にこれから考えていかなければならないと思っております。 

公共施設の総合管理計画については、以上であります。 

 

○鈴木会長 

管理計画ということで、洞爺湖町として、こういうような状況だということの説明が

ありましたけども、いろいろ地域の方との関わり方が出てくるっていう、そういう捉え

方でもよろしいですね。 

そんな形もあるということですけども、この計画について何かご質問、ご確認したい

ことはございますか。 

《なしの声》 

それでは、次に、洞爺湖町の将来人口ということで式次第の（5）にありますけども、

この説明をよろしくお願いいたします。 

 

○藤岡企画財政課長 

次に洞爺湖町の将来人口についてということで、1 枚もののプランの上で人口の推計

を出した表がありますので、そちらをご覧頂きたいと思います。 

これは、国立社会保障人口問題研究所というところが、全国の市町村都道府県、市町

村の人口の推移を出している数字で、これを使って洞爺湖町の人口推計が将来どのよう

な人数になっていくのかというのを表にしたものであります。平成 18年の合併と旧洞爺

と旧虻田が合併したときの人口は 11,431 人でした。今年の 1月末現在で、洞爺湖町の人

口は 8,044 人となっています。合併時から見て、3,099 人が減少しております。 

表の中のグラフを見ていただくと、令和 7 年の一応見込みではですね、7,443 人にな



ります。8,000人を切るだろうというふうに見込まれております。その内6,500人程度、

高齢化率は 49.9 と書いていますけど、約 50％、2 人に 1 人がもう 65 歳以上になります

という事で令和 7 年には 5,722 人ということで、どんどん人口は減少していくだろうと

いうのが、社人研の推計で見込まれているところです。中でも高齢化率っていうのは自

然減もあるので、どうしても生まれてくる子どもの数も少ないですし、その分高齢化率

は高くなりますけれども、やはり、1 番懸念されるのが子どもの数、人口もそうですけ

ど、子どもの数が平成 27 年には 823 人 15 歳未満の人口がいたのに、令和 7 年には 486

人になるだろうというように、どんどん子どもの数が減少していくというのが見込まれ

ておりまして、令和 22には 300 人を切るだろう、というような推計がなされています。

これは一極集中している東京首都圏のほうでは人口が伸びていますけど、地方に行けば

行くほども、人口減少というのは、どんどん過疎化が進んできております。洞爺湖町も

働く世代の子どもがいる家庭の転入を促進しようとして、子育て支援にはいろいろ力を

入れております。出産の祝い金、小学校・高校の通学費、中学校の制服等いろいろ手厚

い子育て支援をしておりますけれども、やはりそれでもどんどん人口は減少していくよ

うな大変厳しい状況になっておりまして、やはりその 5年後とか 10 年後を考えて、子ど

もが学校生活を送るにはどうしたらいいのかなとか、学校はそれぞれの地域にあったほ

うがいいのだろうかだとか、一つにしたほうがいいのだろうかだとか、長期的な人口ビ

ジョンで見たときに、子どもがどうしたら学校生活を送っていけるのかなと、これを数

字で見る限りでは、やはりその少人数教育とかの弊害とかも非常に懸念されるところで

もありますので、その点を踏まえた中で、各委員の皆さんには人口の問題も含めた中で、

学校の在り方っていうのを検討していただけたら、というふうにも考えておりますので

よろしくお願いいたします。 

 

○鈴木会長 

説明頂いたのは、人口減少ということで、いわゆる国の出している数値をもとに、洞

爺湖町はどうなのかというところの、ある意味機械的な数値という形なので、どうなる

かには幅があると思うのですけど、ただ現実的にこういう数値が出ているということを

受け止めていただくことは非常に大事かと思います。 

それではこれに伴う財政状況ということで、かなり厳しくなるのでしょうから、この

あたりの説明もお願いいたします。 

 

○藤岡企画財政課長 

次に財政状況についてということでまた別の表を、ご覧頂けたらと思います。 

洞爺湖町は、旧洞爺村と旧虻田町が合併して、平成 20 年の決算に財政の健全化団体に

なっています。夕張市に次いで、全道で 2 番目に財政状況が悪いということで、一時財

政健全化団体になったというような過去があります。平成 23年度に健全化団体を脱却し



てから、徐々に歳出を抑えながら、今現在財政状況、財政運営を図ってきているところ

ですけれども、また大変厳しい状況になりつつあります。というのは、やはり先ほど説

明した人口減少、これが 1番大きいです。 

まず、1 ページ目の歳入を見ていただくと、自主財源と依存財源に分けて町へ入って

くるお金を分けています。皆さんから納めていただく税金がどれぐらいだろうかと見た

ときに、自主財源になりますけども、真ん中ほどにありますけども、令和 5 年度、今現

在の状況につきましては、見込みとして 1,239,000 千円ほど、率にして 15.6％、すいま

せん、4年度で見てもらったほうがいいですね。4年度は決算額なので、実際の実績です。

5年度はまだ決算見込みになっていますので、4年度の状況で説明しますと、町税につい

ては 1,180,000 千円ほど、率にして 14.5％が、皆さんから納めていただく税金の割合に

なっています。1 番大きいのが依存財源、青の表になります。その中の、地方交付税で

あると思うんですけども、これはよく皆さんもお聞きになるかと思うんですけど、国か

ら入ってくるお金なんですね。不交付団体と言われる東京都だとか、あと北海道で言え

ば泊村だとか、国の地方交付税入ってこない団体もありますけども、全国のほとんどの

市町村がこの地方交付税を受けた中で、財政を運営しているような状況です。洞爺湖町

のＲ4 の状況で見ますと、この交付税が 45.4％の割合になっています。ほぼ半分。地方

交付税は国の動向に左右されますので、他力本願というんですかね、あくまでも国の経

済の動向に大きく左右されるような財源になっております。この交付税が何によって措

置されるかというと、1 番大きいのが国勢調査の人口がベースになります。町民 1 人当

たり幾ら、国勢調査の人口を今ちょっと持ってきてないですけど、その前のときには

8300～400 人程度、交付税を今その人数で受けています。これが来年国勢調査あります

けども、令和 7 年から新しい人口で、交付税が交付されることになるんです。先ほど人

口の推計で見たところ 7 年の人口は 8,000 人を切って 7,443 人になるだろうという社人

研の推計がされていますけども、交付税はこの 8,000 人を切るか切らないかが非常に大

きくて、8,000 人以下の町は一つの村っていうんですかね、2,000 人、1,000 人の村と同

じような財政団体として扱われるという、非常に厳しい瀬戸際の状況でありますので、

何とか次の国勢調査の人口 8,000 人をキープしたい、というところで考えていますけど

も、今現在 1 月末で 8,044 人ですから、非常に見通しとしては人口も厳しいことになる

のかなというふうには思っています。 

次に2ページ目が交付税の推移。1番歳入の中で大きなウエイトを占めている交付税、

これが命綱というかですね、額によっては、町の財政運営が非常に大きく左右される財

源ですので、人口のベースになるものですから、そこも人口が減少することによって、

少しずつ年々少なくなるだろうというところが見込まれるところです。 

次に 3 ページめくっていただきますと、歳出になります。そういった中で、人口が減

少する中で、歳入の見通しが年々厳しくなる中、歳出はどうかというと、これは逆に増

えてきています。増えてきている理由というのは、先ほど言った町の公共施設の数が全



国の平均に比べて 5 倍の床面積がある。それにかかる維持補修費、ランニングコストが

かかっている。そこに携わる人の配置、人件費が増えています。あと 65 歳以上の人口だ

とか、高齢者や障害者にかかる扶助費も少しずつ上がってきている。公共施設の修繕関

係が増えてきている中で、今、公債費、借金の割合ですね、これも一時期はよかったん

ですけれども、ここ最近少しずつまた右肩上がりではないですけど、緩やかに借入れの

額も増えてきている中で、公債費を返さなきゃならないお金というのも増えてきている

状況になっております。令和 4 年度の状況で見ますと、3 ページの歳出のところですけ

ど 7,885,000 千円。令和 3・4年はコロナ関連の予算がありましたので、ちょっと財政規

模、予算規模大きくなっておりますけども、下の四角内に書いています類似団体でいく

と 6,780,000 千円ほどで、1,000,000 千円ほど高い数字になっています。これも、洞爺

湖町の特殊性というか、虻田の本町地区、洞爺湖温泉地区、洞爺地区の 3 地域がそれぞ

れ、産業工場も分かれておりますし、それぞれの地域の特殊性もあることからですね、

経費はほかの市町に比べて非常に大きいのかなと考えております。 

次の 4 ページの財政状況について、今後の見通しです。今後の見通しは、人口減少も

ある中で、交付税が減る、税収が減る中で、令和 5 年度今予算、これから 3 月の議会で

当初予算を議案に上げますけども、一部、ここ最近ではですね、歳入と歳出の差が、当

初 2,200,000 千円あったんです。これは今までずっと見てきた中で過去最大の歳入と歳

出の開きがありました。それだけ、歳入はどんどん減ってきている中、各課の予算要求

である歳出は増えてきているというような状況で、どこをどう節約するのかとかを考え

ながら、今回の予算をなんとか組んだところですけども。組むに当たって、今の見通し、

その 4 ページ出ていますけども、これからは赤字が続くだろうと思われます。赤字が続

くというのは、令和5年度でもこの50,000千円ほど、それから、令和6、7、8と300,000

千円～400,000 千円ぐらいが収支不足になるだろうと、推計をした中で見込まれている

大変厳しい状況です。 

赤字はどこで埋めるのかというと、次の 5 ページ目の町の貯金ですね。基金。これを

取崩しながら、今後財政運営をしていかなければなりません。町の体力を見るのに、ど

この基金を見るかというと、この財政調整基金という基金を各自治体みんな持っている

んですけども、それが幾らあるかっていうのを見ると、町の体力を見ることができます。

今、洞爺湖町はＲ3 のところに青の数字で 12.6 って書いていますけども、1,260,000 千

円の財政調整基金を持っています。令和 4 年度は、これを取り崩さないで何とか財政運

営ができました。令和 5 年度以降は年々減っていきます。令和 8 年度の見込みですけれ

ども、約半分に財政調整基金を取り崩さないと、財政運営を図れないというような大変

厳しい見込みも出ております。これでいくと、将来的にはこれがゼロになると、ゼロに

なったらどうなるのかというと、いざという時、例えば噴火した時にこの基金を持って

ないと、財政運営もできなくなる。困った時に、貯金がないっていうような大変厳しい

状況になりますので、まずこの財政調整基金をバロメーターとして、この基金を、次の



噴火に備えて、計画では 1,000,000 千円を何とか残しておこうと。前回の噴火の時は、

北海道から 1,000,000 千円借りて、そういった借入金が原因で健全化団体にもなりまし

たので、この町のやっぱり財政調整基金 1,000,000 千円は何とかキープした中で、次の

噴火に備えたいっていうところが、財政サイドとして考えております。今の段階では、

歳出が増えていく見込みの中で、この財政調整基金を取り崩さないと財政運営ができな

いような厳しい状況にあるというところを分かっていただけたらと思います。 

次 6 ページ目が、地方債の残高借金の割合です。この借金も年々減っていったんです

けれども、これの減りが鈍くなってきて、保育所の建設もこれから始まりますけども、

そういった施設の修繕だとか、そういった維持管理にかなりお金がかかっていまして、

そういったところでの公営住宅の長寿命化ですとか、道路のインフラ整備だとかの借入

額が最近大きくなってきておりまして、借金の割合も少しずつですけれども、増えてい

くような状況になっております。これは令和 8 年度までの事業を見込んだ中で、グラフ

の借金の割合残高を出した数字になっております。令和4年度の状況では、7,800,000千

円の借金残。これが令和 5年度は 7,590,000 千円、令和 7・8年あたりが非常にピークに

なってくるのかなというところで考えております。 

次のページ。7 ページは、実質公債費比率と将来負担比率の推移というグラフになり

ますけども、これは借金の割合です。実質公債費比率、それから将来負担比率っていう

のは将来どれだけ借金を返済しなきゃならないのかっていう比率ですけれども、この財

政指標が、さっき言った健全化団体になるのか、ならないのかというようなところで国

に判断される数字になっております。この実質公債費比率が 25％を超えると、財政健全

化団体というのになります。令和 4 年度の決算の状況で申し上げますと、実質公債費比

率については 10.4％。これは 3 か年の平均の数値ですけども、これが少しずつ健全化団

体になる予想はしてないですけれども、これから少しずつ、実質公債比率負担比率とも

に、上がっていくだろうという、厳しい見通しというのが出ております。この数値を見

ながら、財政運営を図って二度と健全化団体とか、同じ失敗はしないようにということ

で、将来的な見通しというのも、考えながら財政運営を図っていかなければならないと

考えております。 

最後になります 8 ページ。やはり歳入が減り支出が増えていく、見直しも図られない

という、いずれ破産するのは目に見えていますので、そこで行財政改革っていうのを進

めていかなければ、これからの洞爺湖町の将来というのはないのかなと思っております

ので、やはり一般会計を普通の家庭に例えると、今まで 30 万収入あったものが 20 万に

減ったら、当然使うお金も今まで 30 万近く使っていたのを 20 万に切り詰めなきゃなら

ない。どこを見直すか。食費を減らそうかだとか、貯金を少し減らさなきゃ駄目だね、

とか考えると思うのですけども、町の財政もやっぱり同じような考えで進めていかなけ

れば、入ってくるお金が限られて減っていく中で、使っていくお金は今までどおりでい

いよね、っていうようなことにはなりませんので、行財政改革っていうのは必ず進めて



いかないといけないのかなというふうに思っています。その中で、どういった取組をこ

れから洞爺湖町として進めていくかという時に、まず、依存財源に頼っているような状

況です。先ほど申しましたように、5 割程度が交付税頼み。自主財源をどうやって稼い

でいこうかというところです。町ではふるさと納税を強化しておりますけども、少しず

つ延びてきていますけどもなかなか厳しい状況です。あとは持っている土地、遊休財産

を処分して売り払っていこうだとか、企業とタイアップしていこうだとか、今ある貯金

を債権で運用しようだとか、どうやって自主財源をこれから増やしていこうかっていう

ことを考えていかなければならないと思います。それから、歳入の見通しとしては施設

の使用料だとか、滞納している税関係未収金だとか、そっちのほうをいかに回収するか

というところもを考えていかなければならないのかなと思っています。この施設の使用

料については、合併後 1 回も見直したことがないんです。この間、消費税も上がってい

る中で、ここ最近の電気料金の値上げだとか、物価だとかの影響もあって、この施設の

運営費が相当かさんでいる状況の中で、やはり町民の皆様というか、施設を使用してい

ただくにあたっての負担の在り方を、もう 1 回相談させていただいたほうが良いのかと

いうところも考えなければならないと思っております。それから、業務のスリム化、人

口規模に対して財政規模が大き過ぎると書いていますけれども、先ほど言ったようにそ

の施設面積がまず 5 倍。普通の類似団体と比べて、それにかかる財政投資も大きくなっ

ている状況の中で、いかにして業務のスリム化、あとは適正な人員配置を図っていくか、

という中で、公共施設の複合化だとか集約化も含めた中で、今後のマネジメントを図っ

ていかなければならないとで、これからの洞爺湖町の財政状況は厳しくなるだろうとい

うところを考えております。 

以上でございます。 

 

○鈴木会長 

はい、今、事務局のほうから、厳しい財政状況であるとか、人口減少の問題であると

か、維持管理の話しがありました。 

最後になるんですけど何かお気づきの点とか、何か一言、各委員からあれば、お聞き

したいと思います。 

《なしの声》 

それではですね、本日長丁場になりましたが、現状のお話を頂きました。各位しっか

りと理解しながら、今後どういう方向で、最終的に目の前の子どもたちのためにどうあ

るべきか、ということをこの諮問を受けて、このメンバーで答申という形で整理してい

かなきゃいけないということもありますので、ぜひ、次回の会議の中でご意見いただき

たいとおもいます。 

その他ということで各委員から何かありますでしょうか。 

《なしの声》 



 

○高橋教育推進課長 

次回の会議予定でございます。 

次第にも記載しておりますけれども 5 月の開催を予定しております。審議内容につき

ましては先ほど少し触れましたけれども、こういった、お金がない、人が減っていく、

施設が古いというのは、全国どこにでも共通している案件でございますので、先進的な

町村ではこういうふうにして、教育施設をクリアしました、とかっていう事例紹介をし

ながら、審議を深めていけたらなというふうに思ってございます。 

以上でございます。 

 

○鈴木会長 

次回は、事例紹介ということなので、ぜひ各委員のほうからもいろいろ見聞きしたも

のがあれば、事務局のほうにも入れていただきながら、全体で共有しながらですね、何

かいい形での方向性をこの後の投資に向けてですね、準備できればと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 


